
 作成ガイド及びひな形は、施設が該当する資料のみ活用できるよう、【単独施設版】と
【地区一体版】と２編構成であった。

 資料３のとおり、火口周辺と居住地域では、想定すべき火山現象や避難方法が異なる
ため、【火口周辺の単独施設版】と【火口周辺の地区一体版】 、【居住地域の単独施設
版】と【居住地域の地区一体版】の４編構成とした。

解説資料等の改訂のポイント 資料４

地区一体版

火口周辺の単独施設版

火口周辺の地区一体版

居住地域の単独施設版

居住地域の地区一体版

単独施設版

作成ガイド、ひな形の再構成
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「計画の前提となる状況
の確認」の手順を記載

ポイント１ 『場合分け』と防災対応の説明の充実
手引き（P34）、作成ガイド（P8） 、説明用PPT（P41～44）

 場合分けは、避難確保計画作成の前提として重要であり、施設がその状況と防災対応への
理解を深めるため、説明ページを追加するとともに、イメージ図も掲載した。

 また、これまで解説されていなかった、居住地域における場合分けについては「噴火時等の
具体的で実践的な避難計画の手引き」に基づき、解説した。

修正・追記の例（作成ガイド）
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「状況と施設の対応」イメー
ジを図化して理解を促す



避難等を安全に呼びかけること
ができる範囲をあらかじめ確認し
ておくことを解説

 山小屋や旅館等では、施設周辺にいる登山者・観光客等にどこまで避難等を呼びかけ
なければいけないのかが分かりにくいとの意見が多かった。職員が安全を確保しなが
ら呼びかけられる範囲等をあらかじめ確認しておくことを解説した。

ポイント２ 避難を呼びかける範囲の解説の充実
手引き（P25～28）、作成ガイド【火口周辺版】 （P13）、作成ガイド【居住地域版】（P12）

修正・追記の例（作成ガイド）
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 「噴火警戒レベルが引き上げられないまま居住地域に影響を及ぼす噴火に至った場
合」に、居住地域の避難促進施設が行う、情報伝達・避難誘導についての説明を新規
に追加した。

居住地域の避難誘導
の基本的な対応を留意
事項に追加

居住地域における緊急退
避の必要性の検討につい
て、「火山現象の施設到達
までの時間が短い」、「施
設から避難先（火山現象の
影響範囲外）まで避難する
のに時間がかかる」場合
等の解説を追加

ポイント３ 『噴火警戒レベルが引き上げられないまま居住地域に影響を及ぼす噴火に至った場
合の対応』の追記 手引き（P57～65）、作成ガイド【居住地域版】（P23）

修正・追記の例（作成ガイド）
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避難誘導を行った後に市町村へ連
絡し、車両の手配を行うことになって
おり、一部手順になっていない

実際の避難手順となるよう
修正、残留者の確認や施設
関係者の避難を追加

＜現行のひな形（単独施設版の例）＞
※突発的噴火の場合の「規制範囲外への避難」

＜ひな形修正案（火口周辺の単独施設版の例）＞
※突発的噴火の場合の「規制範囲外への避難」

 市町村との協議や避難車両手配のタイミング等の避難誘導の手順について、実際に施
設と協議・確認し、正確かつ分かりやすく再整理した。

ポイント４ 『避難誘導の手順』の再整理
ひな形【火口周辺単独施設版】（P9、12）、ひな形【地区一体版】（P12、16）

修正・追記の例（ひな形）
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 施設から、避難確保計画の作成において、火山に関する専門用語がわかりにくい、ど
のように計画を作成を進めればよいか不安等の声があった。市町村との相談の必要性
について、施設が主に活用する資料である「作成ガイド」に明記した。

修正ポイント５ 避難確保計画作成時の『市町村との相談』に関する説明
作成ガイド【火口周辺版】 （P9） 作成ガイド【居住地域版】 （P8）

 避難確保計画の作成後に公表する方法がわからないという声がある。市町村が施設
に助言できるように、公表の方法の例を記載した。

修正ポイント６ 避難確保計画の公表についての説明
手引き（P13）

 要配慮者利用施設等では、避難確保計画を検討する中で、地域防災計画等で定めら
れている避難経路・避難先よりも、施設にとってより適切な避難経路・避難先が定めら
れることがある。このような場合に、必要に応じて地域防災計画等に反映することが必
要であることを記載した。

修正ポイント７ 避難確保計画の検討内容の地域防災計画や避難計画への反映
手引き（P14）
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